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《令和 7 年 8 月 28 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影時における

血糖の算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 FDG-PET では検査にあたり血糖値が高い場合には FDG の集積に影響

を及ぼす可能性があるため、施行前の血糖値の算定は認められると整理し

た。 

 

 


